
6東彼杵町告示第 18号 

 

 

東彼杵町優良肉用子牛生産推進緊急対策事業費補助金交付要綱をここに公布

する。 

 

 

令和６年２月６日 

 

 

東彼杵町長  岡 田 伊一郎 



東彼杵町優良肉用子牛生産推進緊急対策事業費補助金交付要綱 

 

令和 6年 2月 6日 

告示第 18号 

(趣旨) 

第 1条 この要綱は、肉用子牛の価格が短期間で大幅に下落し、肉用子牛生産者（以下

「生産者」という。）の経営環境が急激に悪化していることに伴い、生産者の生産意

欲を高め、肉用子牛の生産基盤の維持・強化を図るため、畜舎の環境改善や疾病の防

止等の経営改善に取り組む生産者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するこ

とに関し、東彼杵町補助金等交付規則(平成 16年規則第 22号。以下「規則」という。)

に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

(補助の対象) 

第 2条 補助金の交付の対象となる要件等は、別表のとおりとする。 

(交付申請) 

第 3条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、東彼杵町優良肉

用子牛生産推進緊急対策事業費補助金交付申請書(様式第 1号)に次に掲げる書類を添え

て、町長に提出しなければならない。 

(1) 東彼杵町優良肉用子牛生産推進緊急対策事業実績書(様式第 2号) 

(2) その他町長が必要と認める書類 

(交付決定) 

第 4条 町長は、前条の規定により申請があったときは、その内容を審査のうえ、予算の

範囲内において補助金の交付を決定し、東彼杵町優良肉用子牛生産推進緊急対策事業

費補助金交付決定通知書(様式第 3号)により、申請者に通知するものとする。 

(補助金の交付) 

第 5条 前条の規定により交付の決定の通知を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、

東彼杵町優良肉用子牛生産推進緊急対策事業費補助金交付請求書(様式第 4号)を町長に

提出するものとする。 

(実績報告) 

第 6条 補助事業の実績報告は、第 3条の規定による交付申請書によって報告されたもの

とみなし、規則第 24条の規定により手続を省略する。 

(補助金交付決定の取消し) 

第 7条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認められたときは、補助

金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

(1) 不正の手段によって補助金を受けたとき。 

(2) この要綱又は規則に違反したとき。 

(3) その他町長が不適当と認めたとき。 



(補助金の返還) 

第 8条 交付決定者は、町長が補助金の交付決定を取り消した場合において、補助金が既

に交付されているときは、速やかに当該補助金を返還しなければならない。 

(補則) 

第 9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。 

附 則 

1 この要綱は、公布の日から施行し、令和 5年度予算から適用する。 

2 この要綱は、令和 6年 3月 31日限り、その効力を失う。ただし、失効前に交付決定

がなされた補助金については従前の例による。 

別表(第 2条関係) 

補助要件 交付対象子牛 補助額 

次に掲げる全ての要件を満たすこ

と。 

ア 町内に住民登録を有する肉用牛

繁殖経営を営む者であること。 

イ 一般社団法人長崎県畜産物価格

安定基金協会と生産者補給金交付契

約を締結していること。 

生産者補給金交付契約に係る肉用子

牛のうち、当該年度に市場を介し、

取引が成立した黒毛和種肉用子牛で

あること。 

20,000円/頭 

様式第 1号(第 3条関係) 

東彼杵町優良肉用子牛生産推進緊急対策事業費補助金交付申請書 

[別紙参照] 

様式第 2号(第 3条関係) 

東彼杵町優良肉用子牛生産推進緊急対策事業実績書 

[別紙参照] 

様式第 3号(第 4条関係) 

東彼杵町優良肉用子牛生産推進緊急対策事業費補助金交付決定通知書 

[別紙参照] 

様式第 4号(第 5条関係) 

東彼杵町優良肉用子牛生産推進緊急対策事業費補助金交付請求書 

[別紙参照] 



様式第1号（第3条関係） 

 

年  月  日  

 

東彼杵町長    様 

 

 

住 所                    

氏 名                    

 

 

令和5年度東彼杵町優良肉用子牛生産推進緊急対策事業費補助金交付申請書 

 

 

  令和5年度において東彼杵町優良肉用子牛生産推進緊急対策事業について、東彼杵町優

良肉用子牛生産推進緊急対策事業費補助金     円を交付されるよう、東彼杵町優

良肉用子牛生産推進緊急対策事業費補助金交付要綱(令和6年告示第18号)第3条の規定に

より、次の関係書類を添えて申請します。 

 

 

関係書類 

1 東彼杵町優良肉用子牛生産推進緊急対策事業実績書(様式第2号) 

2 その他町長が必要と認める書類 



様式第2号(第3条関係) 

 

 

東彼杵町優良肉用子牛生産推進緊急対策事業実績書 

 

 

1 事業の内容 

販売頭数 

① 

補助単価 

② 

補助金額 

①×② 

頭 円/頭 円 

 20,000  

 

 

2 添付資料 

 ア 市場を介し、取引が成立したことを確認できる書類 

 イ 一般社団法人長崎県畜産物価格安定基金協会と生産者補給金交付契約を締結したこ

とが確認できる書類 



様式第3号（第4条関係） 

 

5東彼農第 号  

 

住 所                    

氏 名                    

 

 

令和5年度東彼杵町優良肉用子牛生産推進緊急対策事業費補助金交付決定通知書 

 

 

    年  月  日付で申請のあった令和5年度東彼杵町優良肉用子牛生産推進緊急対策

事業費補助金の交付について、東彼杵町優良肉用子牛生産推進緊急対策事業費補助金交付要

綱(令和6年告示第18号)第5条の規定により、次のとおり交付することに決定したので通知し

ます。 

 

年  月  日  

 

東彼杵町長           

 

記 

 

1 事業名  東彼杵町優良肉用子牛生産推進緊急対策事業費補助金 

 

2 補助金交付決定額            円 

 

3 交付決定の内容 

この補助金の対象となる事業の内容は    年  月  日付の令和5年度東彼杵

町優良肉用子牛生産推進緊急対策事業費補助金交付申請書記載のとおりとする。 

 

4 交付決定の条件 

この補助金に係る収入支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を交付の完了の翌年度か

ら5年間保存しなければならない。 

 



様式第4号（第5条関係） 

 

令和5年度東彼杵町優良肉用子牛生産推進緊急対策事業費補助金交付請求書 

 

 

金           円 

 

 

     年 月 日付5東彼農第 号で交付決定の通知があった東彼杵町優良肉用子牛

生産推進緊急対策事業費補助金を上記のとおり交付されるよう、東彼杵町優良肉用子牛

生産推進緊急対策事業費補助金交付要綱(令和6年告示第18号)第6条の規定により請求し

ます。 

 

 

 

年  月  日  

 

 

東彼杵町長    様 

 

 

（請求者）                    

住  所                    

氏  名                    

 

 

 

 

 

振込口座 

金融機関  

預金種別 普通・当座 口座番号  

(ﾌﾘｶﾞﾅ) 

口座名義 

 

 

 


